
私立高等学校行政における担当部局の変化

小人羽秀敬

The Transition of Private HighSchooI Deparhent in Local Govemment

Hideyuki KON…A

This paper aims to analyze and explain two points; One point is the reason that local government transfers the

department of the private high school policy betweenthe education ofnce department (EOD)and govemor department.

The second point isthe difference in roles play in the private highschool policy betweenthe EOD and governor

department.

Toanalyzethose points, this papertypifleSthe transition of the private highschool policy departments into three

pattemsI First pattem isthe transition insidethe governor department. Second pattem isthe transition &om govemor

department to EOD･ The last pattem isthe transition舟om EOD to govemor department. Then, Bve prefectures were

used as case examples for comparison aJld analyzation.

Two points became clear after theanalysis･ First point is that the transition of the private highschool policy

department was taken into action in the context of organization reforms in the prefecture. Second point is thatthere

were no differencesinits operation whether the private highschool policy was implemented by EOD or govemor

department.
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1.問題関心と課題設定

分権改革以降､私立学校行政に関して知事部局と教

育委員会の間での移管が増加している｡本稿では､私

立学校行政移管の要因およびその役割と組織的機能の

変化について分析を行う｡

学校教育法第1条で定められている公立学校と私立

学校では所管する学校事務を所轄する行政部局が異な

る｡公立学校は教育委員会が所管しているのに対し､

私立学校は都道府県知事を所轄庁として知事部局が所

管しており､補助執行l)を行った県では例外的に教育

委員会所管となっている｡例えば1993年時点での私学

行政担当部局は､全都道府県のうち､ 41都県が総務部

所管､ 1府1県が総務部以外の知事部局所管2)､ 4県が

教育庁-の補助執行が行われていた(南部1993:

p.98)0

地方分権改革以降､その情勢は大きく変化する｡表

1は私学担当部局の変遷を追ったものである｡地方分

権改革が始まる直前の1999年と2006年の私学担当部

局は大きく変化している｡

ここで､ 1993年､ 1999年､ 2006年の3点比較を行う

と､分権改革前後で私学担当部局の変化を見ることが

できる｡分権改革以前の1993年では大半が総務部所轄
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表1 :私学行政担当部局の比較(太字が総務部以外､綱掛部は教育庁所轄)

県名 ��涛��2006 侈ykﾂ�1999 �#��b�

北海道 ��ﾙk�YB�総務部 俾�椶�総務部 ��ﾙk�YB�

青森 �4ﾘ��(���9j(ﾈ�9��ｲxﾋx黷rﾂﾅ4ﾈ韜Vｩ9���総務部 仍�72�総務部 ��ﾙk�YB�
軸 

岩手 ��ﾙk�YB�総務部 ��Xﾞ2�生活文化部 ��hｨ閏h峪YB�

宮城 ��ﾙk�YB�総務部 兌ｨﾌ��総務部 舒�hｬyyﾙYB�

秋田 舒�i+)�餾B� �=驂r�総務部 ��ﾙk�YB�

山形 兌h嶌ｬ(ｺｹYB� 刎�慂�"�総務部 ��ﾙk�YB�

福島 ��ﾙk�YB�総務部 �+偃b�総務部 ��ﾙk�YB�

茨城 ��ﾙk�YB�総務部 �8xﾚ｢�総着部 ��ﾙk�YB�

栃木 ��ﾙk�YB�総務部 �ｨ�"�総務部 ��ﾙk�YB�

群馬 ��ﾙk�YB�縁者局 儘ﾉ8r�県民生活部 侈yj��hｨ浦B�

埼玉 ��ﾙk�YB�総務部 伜(ﾏｲ�総着部 ��ﾙk�YB�

千葉 ��ﾙk�YB�総務部 �;�8r�総務部 舒�i�ﾙk�YB�

東京 ��ﾙk�ｼr�生活文化局 俘��ﾂ�総務部 ��ﾙk�YB�

神奈川 侈yj�B�県民部 �IU��総務部 ��ﾙk�YB�

新潟 ��ﾙk�YB�総務管理部 俘)&ﾒ�総務部 舒�i��ｻｹYB�

富山 ��ﾙ(YYB��総務管理部 兀�｢�総務部 ��ﾙk�YB�

石川 ��ﾙk�YB�総務部 俚(椶�総務部 �*ﾘ.x+Xｬ(ｺｹgｹYB�

福井 ��ﾙk�YB�総務部 �+xﾞ��総務部 ��ﾙk�YB�

山梨 ��ﾙk�YB�総務部 估igｲ�総務部 ��ﾙk�YB�

長野 ��ﾙk�YB�琵蔓羅藷iy+I,'':放牧=宍出"抹鞍手 ��YZ｢�総着部 ��hｨ握(ｺｹYB�

岐阜 ��環境生活部 亶ｸﾞ��総務部 �&闔i�hｨ浦B�

静岡 ��ﾙk�YB�総務部 俾ﾘ髯8r�総務部 ���)YYB�

愛知 ��ﾙk�YB�県民生活部 �ｹ>｢�総務部 ��ﾙ(YYB�

三重 ��hｨ浦B�生活部 �� ��

(出典:南部(2000)と各都道府県ホームページより筆者作成)

であったのに対し､徐々に担当部局の名称が変化して　幅に増加している｡また､補助執行に関しても継続的

いることがわかる｡総務部以外の知事部局の所管に　に行っている県は無く､13年間の間に廃止と導入が起

なっている都府県も1993年では1府1県であったのに　こっている｡補助執行の廃止は1996年の秋田県を噂央

対し､ 1999年では6都府県､ 2006年では13都府県と大　として1998年に茨城県､ 1999年に岐阜県､ 2000年に
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青森県が補助執行を相次いで廃止している｡また､補

助執行の導入も2002年の秋田県､ 2004年の長野県､

2005年の山形県と最近の10年の間に行われているo

私学捜当部局移管のタイプは大きく3つに分けること

ができる｡ ①知事部局内移管､ ②知事部局から教委-

の移管(補助執行の導入) ､③教委から知事部局-の移

管(補助執行の廃止)､である｡本稿では3つの移管の

タイプごとに､なぜその変化が起こったのかを分析す

る｡

事務の移管を含む組織改編は地方行政改革の一環と

して進んでいるが､分権改革以降盛んに行われるよう

になった｡その狙いとしてはr組織効率､意思決定の

迅速化､住民に対するわかりやすさ｣など多様である｡

組織改編には自治体全体としての方向性や理念を表現

する意味合いも含まれており､各部局はそれらの理念

に基づいた構造変化の要請に応じる必要があるという

(入江2003: p165)0

しかし､実際に各部局がいかにしてそのような変化

を実現してきたかについて分析した研究は多くない｡

福祉行政の担当部局も組織改編が行われた部局の一つ

であるが､入江(2003)は三重県の福祉担当部局の組

織改編を事例とし､福祉部局に求められている役割の

変容と県組織内における機能の変容という視点から分

析している｡県は､政策における役割や機能変容の要

請に応じて組織改編を行う｡具体的に福祉政策で考え

ると､地方分権改革とともに機関委任事務の廃止が行

われ､福祉関係の諸事業に関する規制も緩和され､ま

た､サービス供給の主体が都道府県から市町村に移っ

たことで都道府県の果たす役割がサービス提供主体か

らサービスの調整役-と変化した｡それらのような役

割の変化に応じて都道府県は組織改編を行わなければ

ならないのである｡　その一方でいわば｢-経営体と

しての県が持つべき戦略性｣という機能的要請を受け

ていることを考慮しなくてはならない｡つまり､福祉

部局は個別政策領域における国一県一市町村という政

府体系の中の一組織として位置づけられると同時に､

当然のことながら地方自治体の-内部組織でもある｡

したがって､双方の立場に対する要請に折り合いを付

けて組織改編が行われているという(入江2003 :

p. 169)｡

入江の分析視点は福祉行政におけるものではあるが､

個別政策としての側面と県の一内部組織としての側面

を同時に持つという視点は私学捜当部局の変容につい
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て検討を行うことに当たって援用することができると

考えられる｡分権改革が県に対して､ -経営体として

の戦略性を要請するようになったという点は私学行政

においても同様であるからである｡また､機関委任事

務の廃止に伴い､個別政策領域としての私学行政にそ

の役割の変化が求められていると言える｡補助執行導

入や廃止の産韓を検討することで個別政策としての側

面と県の-内部組織としての側面がどのように対立し

たのかを検討する｡その際にはどのアクターが対立し､

誰が最もイニシアティブを握っていたのかについて着

目する｡また､その対立の帰結として､どのような｢折

り合い｣がついたのかについてはそれぞれの部局の事

務内容についての検討を行うことによって考察する｡

以上の作業を行うことによって私立高校行政を巡る担

当部局の変化が起こる力学について示すことが可能と

なる｡

本稿の構成は以下の通りである｡第2節では､私立

学校行政移管の要因と部局間の役割および機能の違い

を分析するための枠組みを設定する｡第3節では､補

助執行の導入や廃止の事例から､どのような意図で以

て移管が行われたのかを検討する｡第4節では､私学

行政に関する事務が教育委員会所轄の場合と知事部局

所轄の場合とでどのように異なるのかを明らかにする｡

第5節では､第3節､第4節の潅異を基にして私立学校

行政における担当部局の役割について考察する｡

なお､本稿におけるr私学｣として､具体的には私立

高等学校を扱う｡その理由として､全学校数に占める

私学の割合が中学校や小学校と比較して高校の方が高

いために､高等学校行政を考える上で私立高校は重要

な位置づけとなるためである｡

2.枠組み設定

本節では､前節で検討した課題設定を実際に分析段

階に移すための枠組みを検討する｡前述したように､

分権改革以降の組織改編は①知事部局内移管､ ②補助

執行の導入､ ③補助執行の廃止､の3つのパターンに

分類される｡

補助執行の導入や廃止についての事例分析を行って

いる克行研究としては南部(1993, 1995, 2000)や雲

尾(1995)を挙げることができる｡南部(1993)は公

立学校行政と私立学校行政の連携の視点から､ 1993年

時点での私立高校担当部局について分析を行い､補助
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執行が実施されて教育委員会に一元化された私学行政

が行われている県においても実質的には知事部局が捜

当部局である他県と変わらない二元化行政が行われて

いることを指摘した｡当時は教育委員会活性化を前提

として教育に関係する事務をすべて教育委員会に一元

化しようという議論がなされており､南部はその議論

に対して2点の課題を提示している. -つは学校の設

置や管理から市町村教委の指導･助言等の権限を持つ

都道府県教育委員会に私学行政に関わる事務が攻収･

統合されることは公平さを欠いているという点であり､

もう一つは私学の独自性という観点から､数量的に公

立優勢の状況で教育委員会-の一元化を行うことは私

学のあり方-の理解と配慮を欠いた方策であるという

点である｡

南部(1995)､雲尾(1995)では､補助執行の実態

の事例として､当時補助執行を導入していた秋田県､

青森県､岐阜県､茨城県を挙げてそれぞれの導入の経

緯をどのアクターが発案し､どのようなアクター間の

やりとりを経て補助執行に至ったかを検討しているo

また､それぞれの補助執行の実態､そして補助執行の

持つ課題について考察している｡

また､南部(2000)では上記の知見に加えて教育委

員会による私学行政の所管に関する議論を整理し､補

助執行を廃止した秋田県と茨城県の事例を加味して公

私連携について考察を行っている｡補助執行廃止の事

例については､県の私学担当者-のインタビューを中

心に行っているのだが､南部(1993, 1995)や雲尾

(1995)のように具体的なアクター間の関係までの検討

はなされていない｡

南部の指摘は当時看過されてきた私学行政のあり方

表2 :私学行政事務移管の類型

について検討を行っているという意味で大変意義があ

る｡しかし､南部が私学行政の担当部局の実態につい

て考察した1993や1995年は地方分権改革以前であり､

現在とは状況が異なる｡当時は教育委員会活性化議論

がなされており､一元化の重要性が指摘されていた私

立学校事務は前述したように機関委任事務であった｡

地方分権改革によって従来機関重任事務として規定さ

れていた学校法人及び私立学校に関する都道府県知事

の事務に関して､学校法人に関わる事務については法

定受託義務として､私立学校に関わる事務は自治事務

として整理されることになった｡法定受託事務､自治

事務のいずれも全てが地方公共団体の事務とされてお

り､法定受託事務も国の事務を執行するのではなく､

地方公共団体が自らの責任において処理するものであ

るとされている(田村2000)｡また､南部(2000)は

地方分権改革の最中ということもあり､その後の改革

の影響については触れられていない｡

本稿では､分権改革前後の違いを検討するために､

南部が検討した1993年と2006年時点での比故を行う｡

表2は1993年から2006年にかけての変化の類型を表に

したものである｡

表2の(》～③が起こった経緯､そしてその結果とし

て事務内容にどのような違いが生じたのかについて検

討を行う｡

(丑に関しては､知事部局内の移管であることもあっ

て､議会等では大きな問題とされていない特徴がある｡

基本的に行政改革に伴う組織改編の際に私学担当部局

が総務部から他の部に移管されており､そこに大きな

問題は起こっていないことが推測される｡

しかし､ ②と③に当たる補助執行の導入と廃止を

巡っては議会においても議論の対象となっている｡先

(∋ �&ﾘ駟YHｼy>�昏ｬr�東京都､愛知県､三重県､広島県､徳島県､佐賀県､ 

大分県､兵庫県､宮崎県 

② �&ﾘ駟YHｼx*�.xｻ8侯ﾘ,ﾈ昏ｬr�運(��ﾗ8,ﾉ;�?ﾂ��山形県､長野県､(秋田県) 

③ 仆8効*�.y&ﾘ駟YHｼrﾘ,ﾈ昏ｬr�運(��ﾗ8,ﾉG�鈔��青森県､茨城県､岐阜県､(秋田県) 

注:秋田県は13年間で導入と廃止を行っている｡ 31府県は移管していない
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行研究では､青森県､岐阜県､秋田県､茨城県の4県

の補助執行導入の経緯と茨城県と秋田県の補助執行廃

止の経緯が事例として検討されている｡

導入の事例として挙げられている青森県では､1961

年に県知事が地方自治法第180条の2に基づいて､ ｢青

森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任

し､及び補助執行させる規則｣を提示したことを皮切

りに議会で議論が進み､私立学校に関する事務を教育

長が補助執行することとなった｡岐阜県で補助執行が

導入された経緯は､学校行政が総務部と教育委員会に

よる二元化行政となっていることに県知事が疑問を呈

し､教育行政を県教委に一本化するために私学関係の

諸アクターを説得したことを契機とする｡秋田県は

1955年より補助執行が行われているが､そのきっかけ

は大規模な行政機構改革であった｡赤字を脱するため

の方策としての県の行政機構の合理化､能率化を掲げ､

改革によって発生する余剰人員の整理によって人件費

を削減することを目的としており､その一貫としての

私立学校事務の補助執行であった｡最終的には全会一

致で｢私立学校関係事務の移管に関する同意について｣

が可決されている(南部1993, 1995)o茨城県は1970

年から補助執行を行っているが､その要請があったの

は1965年ごろであり､私立学校関係事務の教育委員会

-の委任を検討する旨の答申が出されたのは1966年で

あった｡茨城県において補助執行は知事による発案で

はなく､一部の教育関係者からの実務的な側面からの

要望3や県議会等からの行政機構改革に対する強い要

望があって初めて検討課題となった｡しかし､県の行

政機構改革の一貫として検討されることとなったため､

知事部局の機構改革-の取り組み度がその後の推移に

影響を与え､結果的に実施まで4年の歳月を経ること

となった(雲尾1995)｡

また､補助執行廃止の具体例として挙げられている

秋田県では､補助執行の廃止は行政機構改革の一環で

あるとされ､さらに知事部局が所管することで積極的

に事務を推進することが目的であった｡また､同様の

事例である茨城県では教育委員会と知事部局の間で所

管の問題を完全に-から見直すことで協議がなされた｡

教育委員会が所轄することによって公立側が優勢に

なってしまうこと-の危快や助成の効率性などが移管

の際の論点であった(南部2000)0

補助執行の導入､つまり私学行政の教育委員会所管に

ついての議論は3つの立場に分類できる(南部2000 :

41

pp. 166-168)｡一つは賛成論である｡賛成論は､私立学

校の有する公共性を強調し､学校教育内部に知事部局

が関与していないことを問題として､教育委員会の関

与を求める論である｡例えば週5日制の導入など､公

私間の隔たりを教育委員会の調整によって縮小するこ

とに重点を置いている｡これらの論を推進するアク

ターとして全国高等学校校長教委会や日本PTA全国協

議会が挙げられる｡二つめの立場は反対論である｡反

対論は教育委員会-の所管によって｢私立学校の公立

化｣が起こることを危倶している｡教育委員会内に私

立学校担当部課を置くという構想についても､教育委

員会全体としては公立学校に主たる勢力が割かれ､私

立学校に関する取り扱いが片手間になる恐れがあると

している｡反対論を展開するメインのアクターは日本

私立中学高等学校連合会である｡三つ目は慎重論であ

る｡慎重論は私立学校側の強い反対を見越して､公私

間の関係の緊密化についての重要性を指摘しつつも､

学習指導面を教育委員会が指導することについては
｢私立学校側のニーズの確認など十分な準備が必要｣と

している｡私立学校の独自の建学精神や教育内容を尊

重して､｢必要以上の介入にならないように配慮するこ

とが必要｣とした｡慎重論を展開する主要なアクター

は全国都道府県教育委員会連合会や政令指定都市教育

委員教育長協議会などである｡

以上の先行研究の知見から､以下のことが言える｡

まず､組織改編が県の戦略の一部として行われている

事である｡県内部の組織の一つとして､組織効率や改

革の推進を目標とした改編が行われている｡現状とし

て大半の知事部局と教育委員会による二元化行政が行

われ､かつ公私連携の形を模索していることから､県

は慎重論に立った組織改編を行っていると考えること

ができる｡

3.事例検討①一私学担当部局の役割

本節では県の事例を検討することによって､私学担

当部局の持つ役割について明らかにする｡知事部局内

移管に関しては前述したようにその是非についての議

論が行われていないため､移管が行われる際に議論が

起こっている補助執行制度を対象とする｡補助執行導

入の事例は秋田県と長野県である｡両県はそれぞれ

2002年及び2004年に補助執行を開始している｡特に

秋田県は補助執行の再導入を行っており､先行研究に
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て挙げられている補助執行導入の経緯･実態との違い

について着日する｡補助執行廃止の事例として茨城県

と岐阜県を挙げた｡茨城県は南部(2000)においても

その経緯が詳しく述べられているが､議会でどのよう

な議論があり､どのアクターが発案し､どのアクター

が反対勢力に回ったのかについては言及されていな

かったため､議事録を中心に検討を行う｡

(1)補助執行導入の経緯

①秋田県4)

秋田県は昭和30年の補助執行から現在に至るまで､

補助執行の廃止と再導入を行っている｡表3は秋田県

の私立高校担当部局の推移である｡ 1955年に補助執行

が行われて教育庁学校教育課に移管された｡これは県

の赤字財政救済のための行政機構改革の一環として行

われたためである｡ 1996年には県の行政改革大綱が出

され､県の政策として実施する教育部門の一元化実施

のために知事部局に移管された｡ 1999年度には知事部

局内の機構改革によって企画振興部学術振興課に移さ

れた｡

しかし､知事部局内に私立高校以下の学校の担当部局

があることについては､批判もあった｡ 2000年2月の

本会議定例会において､私学振興の推進を阻害する要

因として､ ｢公立高校は教育委員会が､私立高校は知事

部局がそれぞれ所管している｣ことを挙げている5)｡

2002年には､以下の3点を目的として再び補助執行

が行われたo(∋幼稚園から高校までの窓ロー元化によ

る県民サービスの向上､②教育庁の教育ノウハウの活

用による私立学校教育-の支援強化､(診公私の相互協

調による教育行政サービスの充実と本県教育全体の向

上･発展である｡本来､私立高等学校が知事部局の所

轄に置かれている理由として､担当部局が｢経営に関

与しない､建学精神に関与しないでお金だけ渡してや

るというスタイルなので教育委員会に置く必要がな｣

かったことが挙げられる｡しかし､秋田県では､ ｢私立

高校が5校しかないということ｣､県民にとって｢幼稚

園から高校までは教育委員会の所管にしたほうがわか

りやすい｣という理由から｢建学の精神を侵さない形

でソフト事業を支援する｣ということを前操として教

育委員会で所管しているという6)0

また､ 2002年度の教育委員会移管の際､私学団体よ

り反対意見が出された｡反対の一番の理由は､担当部

局が教育庁に移管されることで､県立学校と同じよう

な教育内容に対する規制でてくるのではないかという

懸念からの反対であった｡また､知事部局が担当の場

合は部局のトップは知事であるのに対して､教育委員

会に移管された場合はその部局は教育長がトップとな

る｡部局のトップが知事ではなくなることで､私立学

校-の影響力の低下とそれに伴う私立学校-の補助金

などの面での待遇悪化を懸念していたo

②長野県7)

長野県は､ 2004年度の組織改正で､子どもの教育に関

する施策の教育委員会による一元的所管を図った｡幼

稚園と保育所の所管の一元化等､就学前児童を中心に

した子どもの教育およびそれに関連する施策を一元的

に所管し､新たに教育委員会内に｢こども支援課｣お

よび｢私学教育振興室｣を設置した｡　　　この2004

年度の組織改正に際して､私学関係者からの反対意見

もあったと推測される｡2004年2月の定例会本会議(3

月2日)において教育長が､ ｢私学というものは､公立

高校を持っております県教育委員会が所管するという

ことに対しましては､私学の独立ということで若干抵

抗はあろうかと思います｣と教育委員会所管に対する

表3 :秋田県の私学担当部局の変遷(網掛部分は教育庁所管)

～1955年9月30日 ��ﾙk�YI&饑ｸ擺�

奇襲蒲郡 ��¥i*=莞::轟23-;=#=:'=;i'l=':≠~‥=;:-紬i:='':阜=蓬≒;;~先登議:≡'藁葺王墓蓬'.#;..i:nH 誓詞窟藍蓋防荻選琵 � 

1996年4月1日 ��ﾙk�YHｧx駟[h��擺�

1999年4月1日 舒�i�XｻｹYHｧx���Xｻｸ擺�
〉■ 亦�捕 ��

(出典:秋田県インタビュー調査配付資料)
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反対意見の存在を認めているためである｡

また､教育長は事務の変化についても以下のように

言及しているQ rいわゆる私学というものは設立趣旨に

沿って独自の教育理念に基づき教育を行っているとい

うことでございまして､県が私学の教育内容に関与す

るということではない｣と所管が移っても担当部局は

基本的に私学の教育内容に関与しない旨を発言してい

る｡さらに､教育委員会所管のメリットとして｢スポー

ツを初めとする部活動の分野､あるいは学校間の交流､

または公立と私立との共通する分野のさまざまな事務

を迅速に対応するというふうなことにおきましては非

常に大きなメリットがあり､県民にも非常にわかりや

すいことであろうかと考えているところでございます｣

と公私連携の強化を提示している｡

(2)補助執行廃止の経緯

①茨城県

茨城県は1965年より教育庁-の補助執行を行ってい

たが､1999年より教育庁において補助執行をしていた

私立学校関係の事務を知事部局の総務部総務課に戻し

た｡川俣教育長は｢県の行財政改革を推進する観点と

ともに,教育におきます行政需要の増大に伴う所管事

務事業の多様化,専門化に対応するため｣に教育庁内

の組織改編を行っているとしており8)､また､この組

織改編は1999年に出された茨城県行財政改革大綱にも

明記されており､多様化したニーズに対応するための

組織･機構等の簡素･効率化が目標とされて事務分担

の見直しが図られている9)C

補助執行廃止の理由としては､茨城県は1999年が生

徒数減少期にあたり､知事部局に所管を移すことに

よって公私立の役割分担を図るとしている10)｡しか

し､この組織改編も議会においてはr私学にかかわる

事項が,教育庁からいつの間にか総務部総務課に行っ｣

てしまったとし､｢県会議員もわからないような機構改

革がばんばん県で行われる｣と批判され､私学行政を

知事部局所管で行うとしたら､ ｢教育の専門家が事(-

私学事務:筆者)に当たる｣ことが必要であるという

指摘が議員によってなされている11)｡

②岐阜県

岐阜県は1967年に補助執行を導入していた｡しか

し､ 1999年4月から私学関係部局が知事部局の生活文

化部門の所管に移されたo県が推進する教育改革の-
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環として､私学行政の知事部局-の移管による私立学

校と公立学校との｢協働と競争｣の推進や私学の独自

性に基づく多様な教育の推進が目的とされていた12)｡

また､議会においても､組織改編に伴う私学行政機

能の知事部局-の移管は問題となっており､公立学校

も私立学校同じ｢教育｣を行うので教育委員会の所管

とすべきであるという議論が議員より提出されている
13)｡一方､知事は私学行政を知事部局に移管すること

に対して｢別にそのことにこだわっておるわけでは｣

ないとしつつも､教育委員会所轄であることでの問題

点として､｢どうしても教育委員会が公立に偏るんで私

立という立場が薄くなる｣という意見を紹介している｡

こうして､ 1999年4月から私学行政は知事部局であ

る生活文化部に移管され､それに伴って教育振興課が

部に新設されたo　知事部局と教育委員会との連携を

図って教育改革を推進していくために知事公壷に担当

参事を配置した｡

4,事例検討②-私学過当部局の事務

本節では教育委員会所持の事務と知事部局所轄の事

務を此奴することで両者の相違点を検討する｡教育委

員会所管の事例として秋田県と長野県､知事部局所管

の事例として青森県を検討する｡知事部局の事例とし

て青森県を選択した理由として､秋田県､長野県と同

様に私立学校の数が少ない県であることを挙げること

ができる｡

(1)教育委員会所管

①秋田県

秋田県総務課私学班の事務は大きく分けて3つあ

る｡ ①私立学校の認可､ ②私学助成､ ③私学振興であ

る｡ 3つの事務の中でも主要な事務は私立学校及び私

学関係団体-の補助金とその適正な執行がなされてい

るかの確認作業である｡基本的には事務的な事項のみ

であり､私立学校の教育内容や経営については関与し

ていない｡前述の教育長の発言やインタビュー内容か

らも明らかなように､知事部局から教育委員会に移管

されても実際には事務上の変化はなかった｡

私学班は3名より構成される｡ 2名が知事部局から

の出向､ 1名が教委からの異動である｡知事部局から

出向している2名は行政職の人事異動によって稔務課

に配置された｡教委からの異動､知事部局からの異動
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に拘わらず､どのメンバーも基本的に事務に差はない｡

特に､私立学校法第5条14)があるので､教育内容につ

いての指導･助言は基本的に行わない｡

教育委員会に移管されたことによるメリットとして､

連携の密度が挙げられる｡基本的に私学のみの事務で

は知事部局内でも教委でも同じであり､公私間の情報

共有や公私合同の事務が必要となったときは､同一建

物にあるということで地理的に連絡･連携がしやすい

という｡

公私連携の場として公私立高等学校協議会(以下公

私協)と私学振興懇話会を挙げることができる｡公私

協は年2回開催され､私立高校5校､一般人､学識経験

者によって構成される｡主な協議内容は高等学校総合

整備計画､学級減､募集人員､合格者数等である15)｡

私学振興懇話会は年1回開催される知事と私学関係者

との間で開かれる協議会である｡担当部局の移管に

よって権限が知事から教育長に移ったことの代償措置

として設置された｡

②長野県

長野県私学教育課の事務は大きく分けて4つある｡

①私立高等学校･中学校･小学校･幼稚園･専修学校･

各種学校設置の認可､ ②私立学校に関する助成､ ③学

校法人(文部科学大臣所管を除く)の認可､指導監督､

④教育関係公益法人の許認可､指導監督､である｡

(丑の学校設置の認可に関しては､私立学校審議会に

おける審議､答申を受け､最終的に知事の判断によっ

て決定される｡ ②私立学校-の助成は､各補助金の交

付要綱及び別途定められている補助金配分基準によっ

て行われる｡ ③学校法人の指導監督に関しては､長野

県教育委員会私学教育課が所管している幼稚園､ /ド

中学校､高等学校､専修学校及び各種学校223校のう

ち補助金を交付している学校に対しては｢学校法人補

助金等の現地調査要領｣に基づいて2-3年ごとに現

地調査を実施しているoこの調査では法人の管理運営

および教育条件の現況を把握､健全な私立学校経営の

ための指導助言を行うことを目的としている｡

現地調査に関して､調査対象とされている項目は大

きく分けて2つある｡補助事業関係と管理運営等関係

である｡前者は事業として学校法人補助金(経営費補

助金)と授業料等軽減事業補助金があり､後者は知事

所轄学校法人の法人や学校の管理運営状況を調査する｡

前者の補助事業関係調査の内容について､まず学校

法人補助金で調査対象の内容となるのは以下の5点で

ある｡ ①生徒数の確認､ ②対象教職員の確認､ ③給与

支払額の確認､ ④対象物晶の確認､ ⑤支払い状況の確

認である｡また､授業料等軽減事業での調査内容は以

下の4点である｡ ①軽減区分の確認､ ②対象生徒の確

認､③授業料単価の確認､④軽減方法の確認であるo後

者の管理運営等関係の調査内容は以下の8点である｡

(D法人の管理運営状況､ ②納付金の状況､ ③諸規定の

整備状況､ ④会計処理の状況､ ⑤生徒等の充足状況と

その対策､ ⑥情報公開､ ⑦自己評価の実施状況､ ⑧設

置基準との適合状況､ ⑨その他であるo

この調査は原則として法人の事務所において､当該

法人の理事または職員の立ち会いのもとで行われる｡

調査結果については､調査立会い者に対して概要につ

いて説明し､別途書面によっても報告を行う｡その結

果によって､改善が必要である場合は文書で法人の代

表者に通知し､必要がある場合には改善状況や改善計

画について文書による報告を求める｡

また､構成員の人事に関して､私学教育課は6名よ

り構成され､全て行政職の人事異動によって行われて

いる｡

(2)知事部局所轄

本項では､知事部局所管の私立学校事務の実態につ

いて､青森県を事例として検討する｡青森県は総務部

総務学事課が私立学校事務を担当しており､その事務

内容は学校に関する事務と学校法人に関する事務に分

けられるo学校に関する事務は大きく分けて7つあるo

①私立学校の設置･廃止認可､ ②学科､課程の設置廃

止認可､ (卦収容定員増減の学則変更認可､ ④広域通信

制に係る学則変更認可､ ⑤設置者の変更認可､ ⑥教育

の調査､統計その他に関し必要な報告書の提出を求め

ること､ ⑦学校閉鎖命令である｡学校法人に関する事

務は大きく分けて4点ある｡ (》学校法人の寄附行為認

可､寄附行為変更認可､②学校法人の解散認可(認定) ､

学校法人の合併認可､学校法人の組織変更認可､ (卦収

益事業停止命令､ ④学校法人解散命令である｡

5,考察と今後の課題

以上の事例検討から2点の事実が明らかになった｡

1点目は､補助執行の改廃が行われる県は例外なく
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県がイニシアティブを握った改革が行われているとい

う点である｡基本的に私立学校行政事務の移管､つま

り補助執行の導入や廃止が県の行政改革の文脈の中で

行われている｡地方分権改革が議論されるようになっ

て初めて補助執行の導入と廃止が増加しており､そこ

には地方自治体の戦略性が強く働いていることが言え

る｡特に補助執行を導入した県にはその傾向が顕著に

表れており､秋田県は教育サービスの窓口一元化を意

図し､長野県は子どもに関する施策の一元的所管を図

るなど､私学行政を総合的な｢教育行政｣の中に組み

込む取り組みを行っている｡これは特にサービスの受

け手である住民のための組織改編であり､公立も含め

た総合的な政策策定を行うことを目的としている｡岐

阜県の事例も｢協働と競争｣を掲げているが､県が推

進する教育改革の一環として行われている｡

2点目は､私学担当部局が教育委員会所管であるこ

との独自性は特になく､知事部局所管と同様の事務が

行われていたことである｡両所轄でも学校に対する事

務は基本的に学校内部の経営には立ち入らずに､補助

金交付およびその適正執行などの調査､学校の許認可

となっている｡補助執行が行われる際に私学関係団体

は｢私立学校の独自性｣が教育委員会所管になること

で失われること-の懸念をほぼ例外なく表明している

が､結果を見ると私立学校側の補助執行に関する要望

が受け入れられた形となっている｡例えば秋田県も長

野県も補助執行によって教育委員会に移管したが､事

務内容は知事部局所管である青森県と変わらない｡さ

らに補助執行を行っていても知事部局からの人事異動

で配属された担当職員によって構成されている｡教育

委員会が所管していても､教育委員会としてのオリジ

ナリティーが付与された政策を実施してはおらず､知

事部局所管時と同様の業態で事務を行っている｡

これらの事実から､私学担当部局の持つ二つの役割

を考察することができる.一つは個別政策領域として

の私学行政の役割である｡私学行政の事務は所管部局

に左右されなかったが､それ自体が｢私学行政｣とい

う個別政策領域の要請に応えたものなのである｡私学

行政は従前より私学の持つ建学の精神や独自性を尊重

が要請されてきた｡私立高校の要請を尊重して行政活

動を行っていくためには､知事部局で実施されていた

事務を過不足無く教委に移管することで､教委が公立

高校に対して持つような影響力が私立高校に対して及

ばないことを示す必要があったと考えることができる
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のである｡

もう一つは県の一組織としての私学担当部局の役割

である｡私学行政の事務移管に関しては､県がイニシ

アティブを握った組織戦略が強く働いていることを示

している｡組織改編が行われる際に私学担当部局の移

管が数多く実施されていることから､私学行政の移管

を伴う組織改編は県の｢教育｣に対する姿勢をアピー

ルするための手段の一つとなりうる｡それを可能にし

ているのは部局間での事務内容の差異が無い事である｡

仮に私学行政が教育委員会に移管され､私学政策に教

育内容-の助言など教育委員会としてのオリジナリ

ティーが付与された場合､私学の独自性への介入とし

て私学関係者からの抵抗が予想され､組織改編が失敗

するリスクを負ってしまう｡私学事務が変わらないと

いう事実は､私学の独自性を尊重した結果であると同

時に､私学行政部局の移管を容易なものにしていると

も考えられるのである｡

今後の課題としては､ 2点挙げることができる｡一

つは､本稿では分析対象としなかった知事部局内の事

務移管である｡私学担当部局が総務部とそれ以外の部

局に置かれている違いについても分析対象として､私

学行政にあり方について検討していく必要がある｡も

う一つは変化の帰結である｡事務に関しては所管して

いる部局が知事部局であることと教育委員会であるこ

との差異は特に無かったが､政策のアウトプットの差

異についても検討する必要がある｡私学行政の中でも

最も大きな事務は補助金事務であるが､所管する部局

の違いが補助金の予算額に対して与える影響の有無に

ついて､県における私立高校の位置づけを考慮しつつ

分析を行う必要があると考える｡
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1)地方自治法第180条の2

2)神奈川県が県民部､大阪府が生活文化部

3)具体的には､私立学校教職員の研修が県教育委員

会-の委託という形で行われているなど､県教育　委

員会と私立学校との結びつきが強かった｡
4)インタビュー調査と秋田県議会叢事録に基づく

5)冨樫博之議員の発言

6) 2003年12月10日､定例会教育公安委員会におけ

る教育長の発言｡
7)長野県教育委員会私学教育課-のメール照会に対

する回答と長野県議会議事録､長野県教育委員会
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ホームページに基づく0
8)平成11年文教治安常任垂員会における教育長の発

育
9)平成11年度茨城県行財政改革大綱1999年5月｡

総務部は11課1壷1局から8課壷に変更された｡
10)首長と教育葬具会の関係に関する資料

(2004. 5. 31.中教審教育制度分科会配付資料③)
ll) 2000年3月14日文教治安常任委員会における荒

井議員の発言
12) 2000年2月29日､ 2月定例会における知事の発音

13)例えば1998年9月定例会(10月1日)における近

松武弘議員､野村保夫議員の発言
14)都道府県知事による授業等の変更命令を規定した

学校教育法第14条が通用されないため､教育内容　に
ついては基本的には介入しないスタンスを取ってい

る｡

15) 2001年12月本会議定例会における教育長の発言｡
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